
18

●
市
役
所　
　

花
川
北
6
・１・
30
・２

●
厚
田
支
所　

厚
田
区
厚
田
45
・
5

●
浜
益
支
所　

浜
益
区
浜
益
2
・
3

●
り
ん
く
る　

花
川
北
6
・１・
41
・１

1
72
・
3
１
１
１

1
78
・
２
０
１
１

1
79
・
２
１
１
１

1
72
・
8
3
4
3

●
花
川
北
コ
ミ
セ
ン 

花
川
北
3
・
2
・１
9
8

●
花
川
南
コ
ミ
セ
ン 

花
川
南
6
・
5
・
27

●
八
幡
コ
ミ
セ
ン 

八
幡
2
・
3
3
2

●
市
公
民
館 

花
川
北
6
・１・
42

●
市
民
プ
ー
ル 

花
川
北
3
・
2
・１
9
8

●
市
民
図
書
館 

花
川
北
7
・
1
・
26

●
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー 
花
畔
3
3
7
・４

1
74
・
6
5
2
5

1
73
・
5
3
0
0

1
66
・
4
2
6
１

1
74
・
2
2
4
9

1
74
・
6
6
１
１

1
72
・
2
0
0
0

1
64
・
6
０
１
0

2011.9

市内の交通事故

市内の火災・救急

平成23年1月1日～7月31日（前年比）

平成23年1月1日～7月31日（前年比）

発生 89件 （-18）
死者 3人 （0）
傷者 102人 （-67）

火災 21件 （-2）
救急 1,355件 （+63）

暗い夜　命を守る　反射材

【市の原案の概要】
　「聚富地区（通称シップ原生花園）」は、海浜植物が

群生する豊かな自然環境を有し、後世に残していか

なければならない自然であり、良好な自然景観の地

域です。このたび7.8haを保護区に指定し、車両進入

や植物採取を規制することで、将来も海浜植物群落

が良好な状態で保全されることになります。指定に

より植物の採取、広告物の掲示、車の乗り入れ、動植

物の持ち込み、ごみや汚物の投棄などの行為が禁止されます。

【意見の提出期限】　9月16日（金）
【意見の検討結果】　10月中に公表予定
【意見の提出方法】　氏名・住所・連絡先を明記の上、文書持参・郵送・ファクス・Ｅメール・音声
ファイル、録音テープのいずれかで提出。意見はどなたでも提出できます。

【意見の提出先】　〒061-3292　協働推進・市民の声を聴く課
172-3153　 572-3199　    kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp

【問合せ】  石狩浜海浜植物保護センター　172-3240       ihama@city.ishikari.hokkaido.jp

info
プラス

石狩川河口海浜植物等保護条例に基づく聚富地区の指定

暮
ら
し

キツネの目撃情報が増えています。野生動物を無許可で捕獲・駆除することは法律で禁止されています。
お困りの方はご相談ください。（環境課）

はまなすの
丘公園

北石狩衛生
センター

石狩霊園231

「聚富地区」
指定予定区域

しっぷ

　

9
月
の
ご
み
収
集
日

燃
え
な
い
ご
み
の
日　

14
日
（水） 

み
ど
り
の
リ
サ
イ
ク
ル　

12
日
（月）
・

26
日
（月） 

※
23
日（
金
・
祝
）の
燃
や
せ
な
い
ご

み
の
収
集
地
区
は
お
休
み
で
す

問
合
せ　

ご
み
対
策
課

1
72
・
3
1
2
6

　

指
定
ご
み
袋（
5
ℓ
）販
売
開
始

　

10
月
1
日
（土）
か
ら
、5
ℓ
の
指
定
ご

み
袋
を
取
扱
店
舗
に
て
10
枚
入
り

1
0
0
円
で
販
売
し
ま
す
。一
層
の
ご
み

減
量
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　

ご
み
対
策
課

1
72
・
3
1
2
6

　

石
狩
市
市
民
生
活

　

便
利
帖
動
画
版
サ
イ
ト

　

4
月
に
市
内
全
域
に
光
回
線
が

通
っ
た
こ
と
に
よ
り
、市
民
生
活
に

役
立
つ
情
報
を「
食
べ
る
・
遊
ぶ
・
知

る
・
観
る
」の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
、

動
画
で
分
か
り
や
す
く
提
供
す
る
サ

イ
ト
を
9
月
1
日
（木）
に
開
設
し
ま
し

た
。項
目
は
こ
れ
か
ら
も
増
え
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

制
作
協
力　

㈱
え
り
す
い
し
か
り

ネ
ッ
ト
テ
レ
ビ

　

http://benri.i-eris.tv/

問
合
せ　

市
長
政
策
室
政
策
担
当

1
72
・
3
6
4
4

　

子
ど
も
を
犯
罪
か
ら
守
ろ
う
！

　

お
子
さ
ん
に
次
の「
よ
い
子
の
約

束
」を
繰
り
返
し
教
え
て
く
だ
さ
い
。

①
知
ら
な
い
人
に
付
い
て
行
か
な
い
。

②
一
人
で
遊
ば
な
い
。

③
外
に
出
掛
け
る
と
き
は
、家
族
に

「
誰
と
」「
ど
こ
で
何
を
す
る
」「
何

時
こ
ろ
帰
る
」の
3
点
を
言
っ
て

出
掛
け
る
。

④
連
れ
て
行
か
れ
そ
う
に
な
っ
た
ら

大
声
で「
た
す
け
て
ー
！
」と
叫
ぶ
。

問
合
せ　

市
民
生
活
課

1
72
・
3
1
9
1

　

住
民
票
等
自
動
交
付
機
の
停
止

　

法
定
電
気
点
検
の
た
め
、次
の
日

時
に
市
内
4
カ
所
の
自
動
交
付
機
が

す
べ
て
停
止
し
ま
す
。ご
迷
惑
を
お

か
け
し
ま
す
が
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

日
時　

9
月
30
日
（金） 

17
時
〜
21
時
、

10
月
1
日
（土）
9
時
〜
21
時

問
合
せ　

市
民
課
1
72
・
3
1
6
5

　

高
齢
者
・
障
が
い
者
の

　

人
権
あ
ん
し
ん
相
談

　

9
月
5
日
（月）
〜
11
日
（日）
は
、全
国

一
斉「
高
齢
者
・
障
が
い
者
の
人
権
あ

ん
し
ん
相
談
」強
化
週
間
で
す
。札
幌

法
務
局
と
札
幌
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
は
、高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
方

へ
の
虐
待
な
ど
の
相
談
に
つ
い
て
応

じ
る
特
設
電
話
相
談
所
を
開
設
し
ま

市
H
P
か
ら
も

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
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秋さけ漁始まる！

info
プラス

◆石狩「さけ直売所」
日　時 9月4日㈰～10月23日㈰ころ
 7:30～14:00
場　所 石狩湾漁協石狩支所隣（新港東4）
問合せ 石狩さけ定置網漁業生産組合
 162-5118　※全国発送可
◆厚田「あつた港朝市」
日　時 9月4日㈰～10月20日㈭ころ
 7:00～14:00
場　所 厚田漁港内（厚田区厚田）
問合せ 石狩湾漁協本所
 178-2006
◆浜益 詳細はお問い合わせください。
問合せ 石狩湾漁協浜益支所
 179-3225

漁　期　9月 1 日（木）～
 10月31日（月）ころ
※出漁できない場合は販売中止。
　各販売所へ事前にお問い合わせください

販売所

募　

集

保険・年金に係る所得税の還付や特別還付金の支給を受けた方は、市・道民税でも還付・返還が受けられる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。（税務課172-3119）

上
も
見
て
ね
！

す
。秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

相
談
専
用
電
話

1
0
5
7
0
・
0
0
3
・
1
1
0

日
時　

9
月
5
日
（月）
〜
9
日
（金）
8
時

30
分
〜
19
時
／
9
月
10
日
（土）
・
11
日
（日）

 

10
時
〜
17
時

問
合
せ　

札
幌
法
務
局（
札
幌
市
北

区
北
8
西
2
）1
0
1
1
・
7
0
9
・

2
3
1
1（
内
線
2
2
0
3
）

　

保
険
・
年
金
の
所
得
税
の

　

取
り
扱
い
が
変
わ
り
ま
し
た

　

相
続
、贈
与
な
ど
に
よ
り
取
得
し

た
生
命
保
険
契
約
や
損
害
保
険
契
約

等
に
係
る
年
金
の
所
得
税
の
取
り
扱

い
が
昨
年
10
月
に
変
更
さ
れ
、6
月

30
日
か
ら
過
去
5
年
を
超
え
る
分
の

特
別
還
付
金
の
支
給
が
開
始
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
、税
務
署
に
請
求
す

る
こ
と
で
所
得
税
の
還
付
や
特
別
還

付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

請
求
期
間
は
、平
成
18
〜
22
年
分

は
随
時
受
付（
原
則
と
し
て
申
告
書

を
提
出
し
た
日
か
ら
5
年
間
）、平
成

12
〜
17
年
分
は
、平
成
24
年
6
月
29

日
ま
で
で
す
。詳
し
く
は
、左
記
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

札
幌
北
税
務
署

1
0
1
1
・
7
0
7
・
5
1
1
1

　

9
月
20
日
〜
26
日

　

動
物
愛
護
週
間

○
ペ
ッ
ト
の
飼
い
主
は
、動
物
の
生

態
・
習
性
を
理
解
し
、愛
情
を
持
っ

て
最
期
ま
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

○
猫
の
放
し
飼
い
へ
の
苦
情
が
増
え

て
い
ま
す
。近
隣
の
迷
惑
に
な
る

だ
け
で
は
な
く
、交
通
事
故
や
猫

エ
イ
ズ
に
感
染
す
る
な
ど
の
危
険

性
が
高
く
な
り
ま
す
の
で
、屋
内

で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

○
や
む
を
得
な
い
事
情
で
犬
・
猫
を

飼
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場

合
、市
で
は
新
し
い
飼
い
主
探
し

を
お
手
伝
い
し
ま
す（「
ワ
ン
ニ
ャ

ン
バ
ン
ク
」）。

○
ペ
ッ
ト
を
捨
て
た
り
、虐
待
し
た

場
合
は
、最
高
で
1
年
以
下
の
懲

役
ま
た
は
1
0
0
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

問
合
せ　

環
境
課
1
72
・
3
2
4
0

　

経
済
問
題
に
関
す
る
相
談
会

　

多
重
債
務
な
ど
に
お
悩
み
の
方
を

対
象
に
、司
法
書
士
に
よ
る
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

9
月
15
日
（木） 

13
時
〜
16
時

費
用　

無
料

申
込
方
法　

前
日
ま
で
に
電
話
予
約

場
所
・
申
込
・
問
合
せ　

江
別
保
健
所

（
江
別
市
錦
町
4
・
1
）

1
0
1
1
・
3
8
3
・
2
1
1
1

　

市
営
住
宅
・
単
身
者
住
宅
入
居
者

募
集
団
地　

市
営
住
宅　

石
狩
地
区

（
親
船
町
）1
戸
、厚
田
地
区
1
戸
／

単
身
者
住
宅　

望
来
地
区
1
戸

案
内
書
配
布
期
間　

9
月
1
日 

（木）
〜

9
日
（金） 

配
布
場
所　

建
築
課
・
各
支
所 

・
各

コ
ミ
セ
ン
・
本
町
簡
易
郵
便
局

申
込
期
間　

9
月
7
日
（水）
〜
9
日
（金） 

申
込
・
問
合
せ　

建
築
課

1
72
・
3
1
4
4

　
「
第
8
回
小
さ
な
写
真
展
」

　

展
示
写
真

　

10
月
20
日
（木）
〜
23
日
（日）
に
市
民
図

書
館
に
展
示
す
る
写
真
を
募
集
し
ま

す（
サ
イ
ズ
・
枚
数
は
自
由
）。

対
象　

市
内
に
咲
く
草
花
や
寄
せ
植

え
、個
人
宅
の
庭
の
風
景
な
ど

申
込
期
間　

9
月
28
日
（水）
〜
10
月
19

日
（水） 

申
込
・
問
合
せ　

フ
ラ
ワ
ー
マ
ス
タ
ー

連
絡
協
議
会
事
務
局（
都
市
整
備
課

内
）1
72
・
3
1
3
9




